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１ 議 事 日 程（第３日） 

   （令和４年第１回有田川町議会定例会） 

令和４年３月２３日 

午前９時３０分開議 

於 議 場 

 日程第１ 発委第１号 ロシアによるウクライナ軍事侵略に抗議する決議について 

 日程第２ 議案第８号 令和４年度有田川町一般会計予算 

 日程第３ 議案第９号 令和４年度有田川町国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第４ 議案第10号 令和４年度有田川町後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第５ 議案第11号 令和４年度有田川町介護保険事業特別会計予算 

 日程第６ 議案第12号 令和４年度有田川町特別養護老人ホーム等事業特別会計予算 

 日程第７ 議案第13号 令和４年度有田川町簡易水道事業特別会計予算 

 日程第８ 議案第14号 令和４年度有田川町公共下水道事業特別会計予算 

 日程第９ 議案第15号 令和４年度有田川町農業集落排水事業特別会計予算 

 日程第10 議案第16号 令和４年度有田川町簡易排水事業特別会計予算 

 日程第11 議案第17号 令和４年度有田川町浄化槽事業特別会計予算 

 日程第12 議案第18号 令和４年度有田川町かなや明恵峡温泉特別会計予算 

 日程第13 議案第19号 令和４年度有田川町岩倉財産区管理会特別会計予算 

 日程第14 議案第20号 令和４年度有田川町粟生財産区管理会特別会計予算 

 日程第15 議案第21号 令和４年度有田川町城山山林財産区管理会特別会計予算 

 日程第16 議案第22号 令和４年度有田川町八幡山林財産区管理会特別会計予算 

 日程第17 議案第23号 令和４年度有田川町安諦山林財産区管理会特別会計予算 

 日程第18 議案第24号 令和４年度有田川町水道事業会計予算 

 日程第19 議案第25号 有田川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ 

            いて 

 日程第20 議案第26号 有田川町使用料の徴収に関する条例の一部を改正する条例の制 

           定について 

 日程第21 議案第27号 有田川町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第22 議案第28号 有田川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部 

            を改正する条例の制定について 

 日程第23 議案第29号 有田川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

            の制定について 

 日程第24 議案第30号 有田川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関 

            する条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第25 議案第31号 有田川町交通指導員条例等の一部を改正する条例の制定につい 

            て 
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 日程第26 議案第32号 有田川町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の 

            制定について 

 日程第27 議案第33号 有田川町デジタル社会推進基金条例の制定について 

 日程第28 議案第34号 有田川町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第29 議案第35号 有田川町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定につい 

            て 

 日程第30 議案第36号 有田川町農家高齢者創作館条例を廃止する条例の制定について 

 日程第31 議案第37号 有田川町農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の制 

            定について 

 日程第32 議案第38号 有田川町辺地総合整備計画の変更について 

 日程第33 議案第39号 有田川町公共下水道吉備浄化センターの建設工事委託に関する 

            基本協定の締結について 

 日程第34 議案第40号 有田川町岩倉財産区管理会管理委員の選任の同意について 

 日程第35 議案第41号 有田川町粟生財産区管理会管理委員の選任の同意について 

 日程第36 議案第42号 有田川町城山山林財産区管理会管理委員の選任の同意について 

 日程第37 議案第43号 有田川町八幡山林財産区管理会管理委員の選任の同意について 

 日程第38 議案第44号 有田川町安諦山林財産区管理会管理委員の選任の同意について 

 日程第39 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第40 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第41 諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第42 諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第43 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

 日程第44 常任委員会の閉会中の継続調査の件 

 日程第45 特別委員会の閉会中の継続調査の件 

 日程第46 議長への委任について 

２ 出席議員は次のとおりである（１５名） 

    １番   濃 添 勇 作       ２番   栗 山 昌 之 

    ３番   本 下 雅 敏       ４番   椿 原 竜 二 

    ５番   中 島 詳 裕       ６番   星 田 仁 志 

    ７番    畑  之       ８番   谷 畑   進 

    ９番   西   弘 義       10番   林   宣 男 

    11番   岡   省 吾       12番   森 谷 信 哉 

    13番   堀 江 眞智子       14番   増 谷   憲 

    15番   殿 井   堯 

３ 欠席議員は次のとおりである（なし） 

４ 遅刻議員は次のとおりである（なし） 
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５ 会議録署名議員 

    ２番   栗 山 昌 之       14番   増 谷   憲 

６ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の氏名（１３名） 

   町 長  中 山 正     副 町 長  坂 頭 徳 彦 

   住 民 税 務 部 長  青 石 万紀子    福 祉 保 健 部 長  中 岡 万里子 

   総 務 政 策 部 長  井 上 光 生    消 防 長  中 硲   準 

   産 業 振 興 部 長  森 田 栄 一    建 設 環 境 部 長  鈴 木 幸 敏 

   総 務 課 長  新 田 耕 作    財 務 課 長  中 屋 正 也 

   企 画 調 整 課 長  林   光 彦    教 育 長   嶋   博 

   教 育 部 長  細 野 正 人 

７ 職務のために議場に出席した事務局職員の職氏名（２名） 

   事 務 局 長  竹 中 幸 生    書 記  細 野 鶴 子 

８ 議事の経過 

開議 ９時３０分 

○議長（森谷信哉） 

   おはようございます。 

   ただいまの出席議員は１５名であります。 

   定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

   また、説明員は、町長ほか１２名であります。 

   日程第１、発委第１号、ロシアによるウクライナ軍事侵略に抗議する決議について

を議題といたします。 

   本案について、提出者、議会運営委員会委員長より提案理由の説明を求めます。 

   議会運営委員会委員長、殿井堯君。 

○議会運営委員会委員長（殿井 堯） 

   発委第１号、ロシアによるウクライナ軍事侵略に抗議する決議について、提案理由

を申し上げます。 

   なお、お手元に配付させていただいた決議案の朗読をもって提案理由の説明に代え

させていただきます。 

   ロシアによるウクライナ軍事侵略に抗議する決議（案）。 

   ２月２４日、ロシアはウクライナへ軍事侵略を開始し、市街地での軍事作戦展開な

どにより多数の民間人に犠牲が出ている。 

   このような軍事行動は、ウクライナの主権と領土を侵害し、武力の行使を禁止する

国連憲章に反し、国際社会の平和と秩序を脅かすものである。しかもプーチン大統領

の核兵器使用を示唆する発言は、唯一の被爆国であり、核兵器廃絶・平和都市宣言を

行っている本町としては断じて容認できるものではない。 
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   有田川町議会は、ロシアによるウクライナ軍事侵略に対し強く抗議するとともに、

軍事行動の即時停止、ウクライナからの即時完全撤退を強く求めるものである。 

   また、政府においては、邦人の確実な保護や我が国への影響対策について万全を尽

くしていただきたい。 

   以上、決議する。 

   令和４年３月２３日。 

   和歌山県有田川町議会。 

   よろしくお願いいたします。 

○議長（森谷信哉） 

   提案理由の説明が終わりました。 

   暫時休憩いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

休憩 ９時３４分 

再開 ９時３７分 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（森谷信哉） 

   再開いたします。 

……………日程第１ 発委第１号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程１、発委第１、ロシアによるウクライナ軍事侵略に抗議する決議についてを議

題といたします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第２ 議案第８号…………… 
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○議長（森谷信哉） 

   日程第２、議案第８号、令和４年度有田川町一般会計予算を議題といたします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   １４番、増谷です。議案第８号、令和４年度一般会計予算について質疑をさせてい

ただくわけですが、幾つかの項目がありますのでよろしくお願いします。 

   まず、予算書の７７ページに、過疎対策費の清水公園整備１，４０９万４，０００

円等々、合計１，７４７万円が予算化されております。これについてのまず工事期間、

それから遊具の設置、この点についてはどうか。 

   また、維持管理はどこが行うのかお答えいただきたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   総務政策部長、井上光生君。 

○総務政策部長（井上光生） 

   増谷議員の質疑にお答えさせていただきます。 

   公園整備費の内訳は、議員おっしゃるとおりでございます。工期につきましては、

令和４年中、令和５年３月末を予定してございます。遊具につきましては、令和５年

度に森林環境譲与税を活用させていただいて設置いたしたく思っております。 

   また、維持管理につきましては、町が行う予定にしております。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   次に、老人福祉費の介護手当金であります。 

   これは以前、たしか２，０００円の額だったと思うんですけども、今は１，０００

円になっております。せめて元の２，０００円に戻して、対象者を勇気づけるべきで

はないかと思いますがいかがですか。 

○議長（森谷信哉） 

   福祉保健部長、中岡万里子君。 

○福祉保健部長（中岡万里子） 

   増谷議員の御質疑にお答えいたします。 

   介護手当金につきましては、令和２年度より２，０００円から１，０００円になっ

ております。令和４年度は前年度と同様で１，０００円のままとなっております。対

象人数は１，３００人で予算計上させていただいております。現在のところ、そちら

のほうを値上げするという予定はございません。 

   以上でございます。 
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○議長（森谷信哉） 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   もう一回、このことについてお聞きしますが、町長に伺いたいと思います。 

   この介護手当金ですけども、本来、在宅されている方への対象ということになって

おりまして、しかし介護施設へ入所したくても経済的な理由でどうしても入れない方

も確かにおられます。それで、入所できない方がある限りは、また今、施設から在宅

の方向へ切り替えてきている中で、せめて元の２，０００円にしていただいて、在宅

介護している方への応援ということにならないかどうか、町長の判断を仰ぎたいと思

いますがいかがですか。 

○議長（森谷信哉） 

   町長、中山正 君。 

○町長（中山正 ） 

   そのことについては、皆さん、本当に在宅介護で御苦労されているというのはよく

分かっております。ただ、福祉保健部が今年はそれで据置きということで決めてます

んで、今後、検討させていただきたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   次に、福祉タクシー券であります。 

   これは現在、重度の障害者の社会参加を目的としております。車に乗れない高齢者

にも対象にすべきだと考えます。ある意味、体のどこかに問題があって動きにくい方

も結構おられます。例えば、８０歳など年齢基準を定めて対象を広げて、こういう高

齢者の社会参加も同時に促すべきだと思いますがいかがですか。 

○議長（森谷信哉） 

   福祉保健部長、中岡万里子君。 

○福祉保健部長（中岡万里子） 

   増谷議員の御質疑にお答えいたします。 

   先ほど言うていただいたように、福祉タクシーにつきましては、現在は重度障害者

の社会参加を目的とした制度になっております。現在のところ、対象者を拡大すると

いうことは考えておりませんけれども、先ほど言うていただいたように、お体の御不

自由な高齢者等につきまして、例えば車椅子でしか行けないとかいう方につきまして

は、他制度もございますので、そちらのほうを活用していただくようにお願いしたい

と思っております。 

   以上でございます。 

○議長（森谷信哉） 
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   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   予算書の１０３ページですけども、負担金補助及び交付金の育児用品等購入補助金

１８０万円が予算化されておりますけれども、対象品目が決められておりまして、こ

の決めるに当たって、以前アンケートを取って、それが基本になっているということ

でありましたけれども、この中には私が以前申し上げました紙おむつ対象は答えが少

なかったということでありましたけども、ぜひ２品目まで選択できることになってお

りますし、対象拡大しても予算には多分影響しないと思うんです。希望者の選択によ

るものでありますから、私は当然対象を広げて柔軟な対応をすべきだと思いますがい

かがですか。 

○議長（森谷信哉） 

   福祉保健部長、中岡万里子君。 

○福祉保健部長（中岡万里子） 

   増谷議員の御質疑にお答えいたします。 

   現在、対象品目はチャイルドシート、それからベビーカー、ベビーベッド、だっこ

ひも、ベビーチェア、バウンサーのほうに限られております。議員おっしゃっていた

だくように、以前、健診等々でアンケートを取らせていただいて、対象の品目を拡大

するときに、こちらのほうに確定させていただいた次第でございます。けれども、い

ろいろな御意見もございますので、現在のところはこちらのほうを基本として考えて

おります。 

   出産祝い金、今、令和３年から給付させていただいておりますので、そちらのほう

をまた１年後にアンケートを行う予定にしております。そこで、またそういうお声が

上がってきたら、またそういうような対象を広げていく等々、考えていきたいと思っ

ております。 

   以上でございます。 

○議長（森谷信哉） 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   以前よりは前向きな答弁をいただきました。ありがとうございます。 

   それで次に、１０３ページの保育士等処遇改善補助金１６０万円を予算化されてお

ります。国は正規保育士も含めて対象にされていると思うんですが、正規保育士は補

助対象になっていませんか。この点お答えいただきたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   総務政策部長、井上光生君。 

○総務政策部長（井上光生） 

   町の正規保育士につきましては、対象になってございません。この予算につきまし
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ては、町内に対する私立保育所の保育士の処遇改善の費用でございます。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   予算書の１０５ページですけども、報酬、会計年度任用職員報酬１億７，８２８万

６，０００円であります。これは、予定保育士数をお聞きしたいのと、正規も含めて

全体の何％かというのをお伺いしたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、細野正人君。 

○教育部長（細野正人） 

   増谷議員の質疑にお答えさせていただきます。 

   令和４年度当初予算ベースでございますが、正規の職員６２名、会計年度任用職員

９６名で、全体に占める正規の職員の比率は３９．２％となっております。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   １０７ページですけども、保育所費の保育所調理業務委託料、６保育所の分であり

ますが、前年度当初予算で見ますと６，１７７万６，０００円だったのが、今年度は

７，１３４万６，０００円に約１，０００万円近く増額しておりますけれども、この

増額した理由について御説明いただきたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、細野正人君。 

○教育部長（細野正人） 

   増谷議員の質疑にお答えさせていただきます。 

   調理にかかる消耗品、これはマスクであったりとか手袋、消毒液等々でございます

けども、それが高騰しているということと、人件費の増によりまして今回、増額とな

っておるところです。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   次に、子育て支援をさらに充実する立場からの質疑なんですが、いわゆる保育に欠

けるという条項があって、希望者全員が入所できない仕組みになっておりますが、私

は保護者全員に入所希望していただいて、そして小さい子どもさんのおられる家庭の
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手厚い応援というか、そうすべきだとありますけども、町単独の判断も含めて、私は

今後のことを考えればやっていくべきだと思いますがいかがでしょうか。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、細野正人君。 

○教育部長（細野正人） 

   増谷議員の質疑にお答えさせていただきます。 

   入所を希望されている方で、入所の要件を満たしている方につきましては、全て入

所いただいていると認識しているところです。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   次に、１２５ページの労働諸費であります。委託料で公共施設等労務作業４０８万

円、これは前年と比べても１００万円増額しております。この増額しているのはどう

いう理由なのかお答えをいただきたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   総務政策部長、井上光生君。 

○総務政策部長（井上光生） 

   毎年なんですが、５月から草がよく生える季節になりますと、イメージアップとい

う形で４人を雇用して、その手入れ等をしていただいていました。ただ、それだけで

はやり切れないところ、そして、草がよく生える季節のときには、４人では人手が回

っていかないという形になりますので、シルバー等を活用してそれに充てたいという

形で、人件費委託料を増加してございます。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   予算書の１６９ページであります。消防費と災害対策費の役務費、防災行政無線保

守点検料８５４万５，０００円、これは令和２年度で見ますと６６４万４，０００円、

そして令和３年度で８２８万１，０００円、今回のデジタル化で保守点検料が増額し

ております。本来ならば、逆にデジタル化によって維持管理費は私は減るものだと思

っておりましたが、増額になった中身をお答えいただきたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   総務政策部長、井上光生君。 

○総務政策部長（井上光生） 

   去年度の８４５万５，０００円につきましては、防災行政無線を完了して担保期間
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でありますので、それは執行してございません。そして、若干上がったことにつきま

しては、防災行政無線の保守点検料につきましては、アナログの設備のときより遠隔

装置の設備やカメラの設備、そして水位計の設備、アプリ等の保守が増えたことによ

り、少し増額となってございます。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   次に、消防職員の問題であります。消防力の人員基準というのがあります。当町で

いいますと、９４人が人員基準となっております。これはこれでいいのかという確認

と、条例定数から言いますと、７５．５％の条例定数から見ても５％の充足率。令和

４年度では何人になっているのかお答えいただきたいと思います。 

   そして、当面、定数まで人員を増やす計画についてはいかがでしょうか、お答えい

ただきたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   消防長、中硲準君。 

○消防長（中硲 準） 

   増谷議員の御質疑にお答えさせていただきます。 

   消防力の基準ではございますが、今現在も９４名ということで変わってはございま

せん。また、令和４年度の職員でございますけども、令和４年４月１日現在では６７

人の予定となっております。あとまた、当面の定数までの計画ということでございま

すけども、現在の条例定数は採用から現場対応までの１年間の研修期間も考慮した上

で７１名と設定しておりまして、その点も考慮しながら今後考えていきたいと考えて

おります。 

○議長（森谷信哉） 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   次に、国の設置機関は消防庁でありますが、ここが消防団員の処遇改善の最終報告

を出されております。これは検討会の文章のまとめなんですけども、それによります

と、団員の幾つかの点で拡充を求めているというのは御存じだと思います。このこと

についての認識と今回の予算に反映されているかどうか確認をさせていただきたいと

思います。 

○議長（森谷信哉） 

   消防長、中硲準君。 

○消防長（中硲 準） 

   今、議員おっしゃっております消防団員の処遇改善についてでございますけども、
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国の示している報告書の内容については、令和４年度の予算には反映できておりませ

ん。ただ、今後、検討していきたいと考えております。 

○議長（森谷信哉） 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   ぜひともよろしくお願いいたします。 

   次に、予算書の１９３ページに、社会教育施設費委託料、警備機器増設・撤去等業

務委託１９万１，０００円が組まれております。これの内訳について御説明いただき

たいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、細野正人君。 

○教育部長（細野正人） 

   増谷議員の質疑にお答えさせていただきます。 

   これは、ふるさと創生館の消火設備ですけども、これにつきましてはハロゲン化物

消火設備ということで、ＣＯ２で消化する設備となっておりまして、各地で事故等も

報告されております。そういうことで、事故防止のためにもこれを今回撤去する予算

を計上させていただいております。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   次に、予算書の１９７ページの保健体育費の体育施設費委託料、長谷川プール監視

委託料、これも昨年度の当初が５１万４，０００円でありますが、今回、４９３万７，

０００円増額した理由についてお聞きしたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、細野正人君。 

○教育部長（細野正人） 

   長谷川プールの施設につきましては、長谷川のし尿処理場の工事のために、ここ２

年、プールを閉鎖しておりました。それで、維持管理費のみを計上していたところな

んですけども、今回、来年度からそれを再開するために、今回、管理人室のエアコン

設置も含めてそれに係る費用を増額して計上させていただいております。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   最後の質疑になります。 
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   １９９ページの学校給食費であります。 

   給食調理業務委託料、前年度は３，８１１万５，０００円の当初予算が、今回７，

３１０万６，０００円増額しております。この増額の内容については、安諦小学校と

吉備中学校の給食の委託分だと、昨年度の資料から見るとそう思いますが、その確認

と、この分についても有田市の民間業者への委託ということになるのか確認させてい

ただきたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、細野正人君。 

○教育部長（細野正人） 

   増谷議員の質疑にお答えさせていただきます。 

   今年度末で調理師の定年退職者が出まして、それに伴いまして安諦小学校、吉備中

学校が来年度より委託となること。また、先ほど保育所でも申し上げました消耗品、

また人件費の高騰により今回増額となったところでございます。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   ほかに質疑はございませんか。 

   ４番、椿原竜二君。 

○４番（椿原竜二） 

   ４番、椿原でございます。 

   予算書の１６９ページです。防災行政無線保守点検料８５４万５，０００円、この

内容が防災無線の保守点検に７６２万１，０００円、防災アプリに９２万４，０００

円といった内訳でありますけれども、正直言いますと、予算研究会のときから今日ま

で、ずっともやもやしながら、納得しがたいなと思いながらここまでやってきました。

ついに今日を迎えました。何とも言えない、ちょっと感情なんですけれども。 

   本来であればこれ質疑しますと事前に通告を出してきっちりとした答弁をいただく

ほうがいいのだろうなとは思いながらも、僕の中でも何を質疑しようかと、実際これ

１項目について３回までしか質疑できませんから、ようまとめることができず、今日

を迎えて、今も実際、三つに絞って質疑をするのにどういう質疑をしようかとまだ迷

っているところもありますけれども、質疑をさせていただきます。 

   まず、８５４万５，０００円ですけれども、１０４基ある中で、ここの施設数と金

額というところを見ると、妥当な金額なのかなとは感じています。物が物ですから、

保守点検は絶対に必要ですから妥当なのかなと感じてますけれども、妥当であるとす

るならば、大切なのはこの防災行政無線が本当に使えるもの、町民の方から納得いた

だけるもの、そういったことが絶対条件だと私は思っているんです。今よくお話を聞

く中では、町民の方からもよく、聞こえにくなったよな、何も聞こえないよなといっ

た声をたくさん聞いてますし、ここ１年間運用しながら、ずっとここの問題は残りな
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がらここまでやってきたんですけれども、まず１回目は、この辺の認識ですね。町民

の方々からは、私たちそんなお声をたくさんいただいていますけれども、執行部とし

てそういった声は届いていないのか、聞こえにくいものだという認識はあるのかどう

かお伺いいたします。 

○議長（森谷信哉） 

   総務政策部長、井上光生君。 

○総務政策部長（井上光生） 

   椿原議員の御質疑にお答えさせていただきます。 

   執行部は、その認識はということであるかと思います。昨年の議会でも、議員の

方々から質問を受けまして、聞こえにくいところがあるぞと、今までと聞こえ方が変

わったところがあるぞという話を受けて、また試験放送なり本格放送なりのときは、

職員をそこに配置して、実際の耳で聞けと。数字だけじゃない、実際に耳で聞けとい

うことで職員も行かせて聞かせてあります。 

   町に対しても、住民の方からは運用開始当時というのは、直接連絡いただいて聞こ

えにくいぞとかいう話がありました。その都度、職員が行って聞いて話して、またス

ピーカーの位置を変えられるものであれば変える、また、放送のかぶってる地域、両

方から聞こえて何を言ってるか内容が分からないというところについては、時差の放

送をして、時差の放送をした後で、また内容を確認できるかというところで、職員も

実際聞きに行かせてやってございます。実際のところ、令和３年３月下旬から６月上

旬については、各町内に職員が張り付いて聞いてございます。 

   また、その間、令和３年４月から今年の１月までもちょっと聞こえにくいよという

町民からの声があって、職員がそのたびにその場へ行って対応してもございます。防

災無線での聞こえるというのは基本やと思ってますので、やはり数字というのも大事

ですが、現場へ行って、聞こえないのであれば何らかの対応をしていきたい、このよ

うに考えてございます。 

○議長（森谷信哉） 

   ４番、椿原竜二君。 

○４番（椿原竜二） 

   丁寧な答弁ありがとうございます。 

   部長もおっしゃるとおり、職員さんが行ってくださって、この１年間、一緒に汗か

いてくださったなということは私も感じていますし、何もしてないだろうということ

を言いたいわけではないんです。 

   話を聞くところによると、職員さんが来て確認してくれたよと。結果としてどうで

したかと、聞こえると言われました、そういった声も聞いています。多分、職員さん

からすれば聞こえる、そういったこともあるのかなと。ここは町民の方の認識といい

ますか、感じ方と職員さんの感じ方は違うところは当然ながら出てきますから、職員
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さんの聞こえるという一言で、それ以降は何もよう言わないと、そういった町民の方

もいらっしゃるのは事実やなと感じています。 

   ２回目の質疑ですけれども、これは今回の保守点検をやっていくに関しての委託契

約書、まだ結んでないと思いますけれども、その仕様書の中に別途契約作業というの

があります。要は保守点検とは別にお金がかかってくるところでありますけれども、

この別途契約書、お金がかかるところのこの契約のところに少し気になるのが２点、

機器の修理というのと、スピーカーの方向調整というのが別途契約ということは、こ

れから機器が壊れて修理していく、これはもちろんお金がかかります。さらに、スピ

ーカー方向調整をやってもらうと、これからお金がかかってくる、そういう認識なん

ですけれども、まず機器の修理でいうと、今のところ１年使って次２年目ですよね。

そんな１年、２年で修理発生するような可能性があるようなものなのか。 

   それは機械ですから、いつか壊れるのは分かりますけれども、まだ１年しか使って

ないんですよ。安いものではないです。莫大な費用をかけてつくってますから、そう

いったものがもう２年目のこの保守点検から機器の修理にお金がかかるってどうなの

かなと感じています。これの保証とかそういったものはあるのかどうか。スピーカー

の方向調整、保証があるのかどうか、どういった保証なのか、何年保証なのかといっ

たところが一つと、もう一つはスピーカー方向調整が入ってますけれども、住民の方

から声があって、スピーカーの方向調整とかそういうことが入ってくれば、どれぐら

いの費用がかかってくるのか、すみません、費用面は事前に言うてないですから、き

っちりとした数字は出ないかもしれませけれども、お金がかかる、かからないぐらい

は多分分かると思いますんで、分かれば費用を教えてもらいたいですし、その辺の認

識をお伺いいたします。 

○議長（森谷信哉） 

   総務政策部長、井上光生君。 

○総務政策部長（井上光生） 

   議員もおっしゃっていただいていましたけれども、まだきっちりと契約を結んだわ

けではありません。また、契約を結ぶに当たっては、十分業者と協議しながら、実際、

対価として支払える金額であればというところのことをしっかりと話して契約させて

いただきたいと考えております。 

   また、御指摘の機器の修理につきましては、１年間につきましては、機器というの

はあるんですが、その後、１年、２年で壊れることはないとは思うんですが、その壊

れ方によっても違いますので、その辺も契約に当たって業者と話をしながら、どうい

う場合はというところで話合いをしたいと思います。 

   そして、スピーカーの方向調整なんですが、スピーカーの方向調整も場所によって

とか、その柱の高さによっても違ってくるとは思うんですが、それ今幾らなという話

はなかなか言いにくいのでありますが、そういうことも想定しながら、業者ときっち
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り詰めた上でこの保守点検契約というのを結んでいきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   ４番、椿原竜二君。 

○４番（椿原竜二） 

   またこれも丁寧な答弁ありがとうございます。 

   少し答弁を聞きながら安心したところではありますけれども、言うならばこれ本当

に業者が提案してきたといいますか、言いなりになる必要はないと思うんです。それ

こそ部長から先ほど答弁いただいたように、こちらとしても納得いかないところは納

得いかない、そういった姿勢をもって、やっぱり業者としっかり膝を突き合わせて、

向こうに言われたとおりで契約を結ぶとかそういった話ではなくて、本当に住民の方

からまだ御理解いただいていない防災行政無線ですから、部長おっしゃるとおり、し

っかりとそこを精査しながら、またやっていただけたらと思っています。 

   ３回目、最後の質疑になるんですけども、これは町長に、最後お答えしていただき

たいんですけれども、本当に予算研究会から今日まで、納得いかんな、納得いかんな、

ずっと思いながら今日までやってきたんです。そういった中で、いろんな市町村もち

ょっと調査をさせていただいて、やっぱりデジタル化になってから聞こえづらいとか、

そういったところをよくほかの自治体でもたくさん出てました。 

   それこそ今、玄関の外で聞ければＯＫという認識ですけれども、これ実際、命を守

らなあかんものですから、命を守っていくということを考えると、玄関先で聞けても、

本当に大雨振ってる中で、警報も出て、もうそろそろ避難せなあかんというときに、

果たして玄関の外へ出てその防災行政無線の放送内容を聞いてもらえるかなと考えた

ときに、現実的にあり得ないと思うんです。きっちりと命を守るために避難してくだ

さい、そういったことも緊急に放送するわけですから、今のこんな中途半端なもので

はなくて、しっかりと住民の方にお伝えできるといったものじゃないとだめやと思っ

ています。 

   先日、この前の日曜ですか、橋本市の市長選挙が行われまして、現職の平木市長が

３期目の当選をされました。その平木市長のＹｏｕＴｕｂｅで街頭演説を流してたん

です。その内容を聞いている中でも、やっぱり住民の方が防災行政無線は聞こえにく

いといった声が私に届いてますと。これどないかしていかなあかん、本当に命を守っ

ていくものですから、そういったことを考えたときに、その街頭演説というのが現職

市長の訴えやったんですけども、もう防災行政無線、今も形をやめるんや、戸別受信

機を全戸配布するんやといったこともおっしゃっていました。有田川町もそうやって

くれって言うつもりもないですし、これが適正なのかどうか。変えるというのは僕も

ちょっと違うかなと思うんですけれども、併用していけばいいなとは思うんですけれ

ども、有田川町も幸い戸別受信機というのを使っているところはありますから、全戸
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配布とまでは言わないですけれども、やっぱり必要としている方には配布していくと。 

   今、１万円で受け取ることができますけれども、それこそスピーカーのないところ

は無償で貸出しですから、本当に全戸配布とまでいかなくても、必要なところ、戸別

受信機をしっかりと整備して、そういった方々、皆様の命を守っていくためにも必要

やと思っています。 

   そういったところをお伺いしたいですけれども、戸別受信機配布をしていただけた

らなとも思っています。それこそ今１万円ですけども、ここの条件、もうちょっと緩

和して受け取りやすいようにしていくということも必要なのかなと思っています。こ

れは住民の命を持っていくものですから、明確な答弁はいただけないと思いますれど

も、町長の思いといいますか、今後の考え方をお聞かせいただければと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   町長、中山正 君。 

○町長（中山正 ） 

   椿原議員おっしゃるとおり、この防災無線だけで本当に災害のとき、例えば大雨の

ときは皆、窓を閉め切っていますね。今の家というのは物すごく気密性がいいんで、

多分それだけでは聞こえないと思います。ただ、聞こえないのに災害は大丈夫かとい

う話になってくるんですけれども、それは本当に大事なことで、戸別受信機について

は、もし聞こえにくいところがあればまた配布させてもらいますけれども、まず、防

災無線だけでは僕は災害を防ぐことはできないと思います。そのためには、今、各字

で自主防災組織がある、その人にお願いして、うちの下津野ということですけど、本

年に２回、避難訓練等々をやって、黄色い旗も全戸へ配って、避難をしたら黄色い旗

を玄関へ立ててくださいよというようなシステムをとってます。 

   災害というのは、住民みんなで助け合ってやっていかなあかん問題でありますんで、

今後もまたいろんな方にもお願いして、防災の必要性というのをしっかりと伝えてい

けたら一番いいのかなと思っています。ただ、本当に聞こえにくいところがあれば、

戸別受信機も考えていきたいと思っています。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   ほかに質疑はございませんか。 

   １５番、殿井堯君。 

○１５番（殿井 堯） 

   今の椿原議員の関連で質疑させていただきたいです。 

   防災無線工事完了、あと今現在、メンテナンスの点で予算が上がってきてる。工事

を完了する前に今の意見のやり取りをするべき。工事を完了してこの意見が出るとい

うことは、いかに隙間だらけのことか。その工事に対して対応は、それで今現在その

対応がよかったんかどうか、この点も十分今後反省いただいてやってもらわんと、工
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事完了してメンテナンスの予算は上がってくる。その元の工事のことで今また質疑せ

んなん。このような、はっきり言うて、いささかていたらくな点があったんじゃない

かと思います。 

   また、その本体の工事に対しても完了という言葉でなくて、今後どのような対策を

取って、メーカー側にこの意見を伝えていただけるんか、そこらの点を御答弁願えま

すか。 

○議長（森谷信哉） 

   総務政策部長、井上光生君。 

○総務政策部長（井上光生） 

   殿井議員の御質疑にお答えさせていただきます。 

   もちろん、殿井議員がおっしゃっている意図というのは十分理解しているつもりで

あります。また、メーカーとも十分話合いしてということを去年も、今年も一般質問

をほかの議員から受けて、また新年度予算の質疑時点にはこのように議員がおっしゃ

ることもあるし、それも町民の声やと捉えた上で、その業者と十分話合いを持って解

決に当たりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   １５番、殿井堯君。 

○１５番（殿井 堯） 

   だからメーカー側に、これで完了という言葉じゃなくて、一応議会の一般質問でも

２人の議員、また今回の一般質問でも２人の議員が質問してるんで、物すごい不自由

な点が多い。この点をどう解決してるんか。解決済みということじゃなしに、今後同

対策を取っていただけるんか、メーカー側へもこの間の２人の質問以後、どのように

メーカー側に伝えている言葉があるんかどうか、いかがなもんですか。 

○議長（森谷信哉） 

   総務政策部長、井上光生君。 

○総務政策部長（井上光生） 

   町として発注して、その仕様に基づいて工事できているということは認めておるわ

けでございますが、議員おっしゃるように、それだけまだ聞こえにくい、聞こえ方が

変わった点があるというところで、実際これからどうしていくということも踏まえて、

今のメーカーさんをこっちへ招いて話してというところを、会社の姿勢としてどうな

というところを話し合う段取りをしてございます。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   １５番、殿井堯君。 

○１５番（殿井 堯） 
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   だから一番肝心なのは、メーカー側に対して今後どのような調べ方をしていただい

て、どのような対策を取っていただくんか、この点はもう工事完了というんじゃなし

に、まだ続行してこういう不備な点が出てきてるんやということを大いに伝えていた

だいて、それからこのメンテナンスの方向へかかっていただくという方向を頑張って

とっていただきたいと思います。答弁のほうはもう結構です。 

○議長（森谷信哉） 

   ほかに質疑はありませんか。 

   １０番、林宣男君。 

○１０番（林 宣男） 

   同じことで長引いて申し訳ないんですけども、椿原議員が少し触れましたけど、全

戸に配布ということなんですけど、清水地域は全戸に配布と聞いてます。そして、金

屋地域は農電へ、これ富士通と同じ波長やから農電へつなげる。吉備地域だけが、本

当にうちも聞こえにくいんで、この間、うちの店が火事になったんやけど、聞こえに

くくて、小島の消防団がちょっと来るのが遅かった。こういうこともありましたんで、

椿原議員が少し触れた全戸に配布というのを、この間、委員会でもそういうことを議

論されたみたいですけども、その考えはないですか。お願いします。 

○議長（森谷信哉） 

   総務政策部長、井上光生君。 

○総務政策部長（井上光生） 

   この防災行政無線をデジタルの電波が法改正によって使えなくなる、そしてまた、

有田川町の防災を考えながらデジタル化していかなあかんという時点で、区長会を通

じて吉備の地域はどうするのか、金屋の地域はどうするのか、清水の地域はどうする

のかというところを、区長と区長会の代表者と話合いの上、そういう各地域に応じた

形式で設計して、今実際設置してございます。ただ、実際聞こえにくい、聞こえ方が

変わったというとこでありましたら、先ほどの町長の答弁にもありましたとおり、ま

た本当に聞こえにくいのであれば戸別受信機の対応も考えてはいきたいと思っており

ます。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   １０番、林宣男君。 

○１０番（林 宣男） 

   昭和２８年の大水害のときに被害に遭われた地区だけでも、徳田とか、栗山議員が

おいでの尾中とか出、上中島まで、あの辺だけでも全戸にやっていただいたほうが、

さっき椿原議員が言われたように、大きな災害で避難勧告が出てる、窓を開けて外へ

行かないかんということで、有田川町で一番怖い災害というのは水害やと思いますで、

その辺、御検討いただけたらと思います。答弁は結構です。 
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○議長（森谷信哉） 

   ほかに質疑はございませんか。 

   １１番、岡省吾君。 

○１１番（岡 省吾） 

   １１番、岡でございます。 

   先ほど増谷議員からも質疑がありましたけれども、議案書の７７ページの清水地域

の公園の整備についてでありますけども、以前、一般質問に取り上げさせていただき

まして、地域のお母さん方、また地域の地元区の皆さんも強い要望のある中で、事業

化に進んでいっていただいていることを厚く感謝申し上げます。 

   先ほど増谷議員の中で、着工時期と完成時期、それから後の維持管理の方向性等を

教えていただきましたけれども、改めて場所とその公園の広さ・面積はどれぐらいに

なるのか、いま一度お教えいただきたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   総務政策部長、井上光生君。 

○総務政策部長（井上光生） 

   岡議員の御質疑にお答えさせていただきます。 

   場所につきましては、清水の行政局のすぐ左というか、西側の一番いいところでご

ざいます。番地等々は分かっておるのですが、まだ予算を可決していただいて、用地

交渉という形になるので、この場ではちょっと控えさせていただきたいのでございま

すが、面積的には１反２畝ほど、１，２００平米ほどを計画してございます。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、岡省吾君。 

○１１番（岡 省吾） 

   清水行政局の付近ということで、利用される方は駐車場として町の公用車を置いて

いる駐車場を活用できますか。 

○議長（森谷信哉） 

   総務政策部長、井上光生君。 

○総務政策部長（井上光生） 

   台数に限りはあるのですが、十分耐え得るだけの駐車場というのは確保できると思

います。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、岡省吾君。 

○１１番（岡 省吾） 

   それから、議案書の１４７ページの委託料、測量設計監理等委託料の６１８万２，
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０００円が計上されておりますけれども、これは二川温泉の取壊しに関する設計委託

料でいいのか、そこの点お教えいただきたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   暫時休憩します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

休憩 １０時２２分 

再開 １０時２２分 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（森谷信哉） 

   再開いたします。 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   岡議員の質疑にお答えします。 

   二川の移住の工事の設計でございます。 

○議長（森谷信哉） 

   部長、岡議員が、二川温泉の改修と違うんかという質疑やけど、そこら辺は１回、

答弁をちゃんとしっかりしてもらうようによろしくお願いします。 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   すみません。訂正します。 

   二川温泉の改修費でございます。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、岡省吾君。 

○１１番（岡 省吾） 

   二川温泉の改修というよりも、二川温泉を取り壊すための設計費になるのかな、解

体になるわけですね。 

○議長（森谷信哉） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   おっしゃるとおり、取壊しの設計費でございます。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、岡省吾君。 

○１１番（岡 省吾） 

   ちなみに、二川温泉が長年、以前の台風によりまして天井が抜け落ちまして、ずっ

と手つかずで置いておって、ようやくこれを撤去していくという方向性だと思うんで

すけども、ここは町有地であると思うんですけども、撤去した後、どう活用していく
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というような考えを持たれているのかどうかだけお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   撤去後は、防災のために使うとか、その他、これから検討していきたいと思ってお

ります。 

○議長（森谷信哉） 

   暫時休憩します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

休憩 １０時２４分 

再開 １０時２４分 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（森谷信哉） 

   再開いたします。 

   １１番、岡省吾君。 

○１１番（岡 省吾） 

   その撤去後、防災の関連とかそういう活用ということですけども、隣に福祉の関係

で社協さん、あそこに高齢者の方々も何人か住まわれているということで、施設があ

りますんで、そういう防災の関連からの件と、それから駐車場とか福祉の関係の皆さ

んの駐車場にも活用をやってあげたらありがたいかと思うんですけども、福祉として

社協の職員さんが止められるようなスペースを考えているのかどうかという点だけお

知らせ願いたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   そういうことも含めて検討していきたいとは考えております。 

○議長（森谷信哉） 

   ほかに質疑はございませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

○議長（森谷信哉） 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   議案第８号、令和４年度一般会計予算について、反対の立場から討論させていただ
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きます。 

   私が反対する大きな理由としては、やはり国や県の大きな制度の反映があるという

点で、私は納得いかない点があります。それが随所に反映しているというのが大きい

点でありますが、まず第一に、新型コロナウイルス感染禍の中で、国のほうは地方自

治体や国民の皆さんに様々な負担を押しつけてきているのが現状であります。 

   まず、コロナ禍の中で消費税１０％の増税は、家計消費が８％のときよりも１世帯

当たり約３０万円の減収、年金は毎回のように減額されてきている中であります。新

型コロナによる影響で、産業や雇用解雇など様々な問題点も出てきております。こう

いう国の制度が反映してくる予算措置でありますし、まずコロナ対策を重点に置き、

今年度も町単独でも命と生活、そして経済を守るという観点が必要であると考えます。 

   二つ目に、町内の全ての公立保育所の給食が民間委託となり、今年度はプロポーザ

ル契約の更新で前年度より人件費などの上昇で約１，０００万円増えております。こ

れは、今後も人件費等増えていくことになると考えます。 

   三つ目に、保育士で見ますと、保育士全体に占める正規でない会計年度任用保育士

の比率が何と６０．８％も占めています。正規保育士を増やし、子育て支援の立場か

ら保育希望者全員入所できる体制も取るべきだと考えます。 

   また、心配なのは、今後の保育所の統合であります。さらに保育士の処遇改善であ

りますが、国は公立保育所の保育士も処遇改善と求めていますが、我が町は対象は会

計年度任用保育士と民間の保育士だけとなっております。 

   第４に、消防力の人員基準が９４人に対して、条例定数は７１人であります。条例

定数を満たしても７６％の充足率であります。現在６８名でしたか、の体制で人員基

準の約７１％であります。しかも採用しても数年は消防学校へ入学するため、現状の

体制となります。今後の大規模災害やコロナ禍の中で、また救急搬送が多くなってい

る中で、当面条例定数の７１人の体制にすべきだと考えます。 

   五つ目に、身近な制度の対象や金額が減額されている点があります。まず、介護手

当金１，０００円を以前の２，０００円に引き上げるべきであります。福祉タクシー

券は重度障害者に限定するため、実績も少なく、決算額から見ても予算額まで届いて

おりません。例えば、８０歳以上の独り・二人暮らしの車に乗れない方を対象にすれ

ば、周遊定額定額タクシーの補完制度ともなります。 

   また、育児用品等購入助成補助金も対象品目に紙おむつを対象にすべきであります。

これは一定前向きの答弁をいただきました。また、生理用品なども学校のトイレに配

置すべきであります。 

   六つ目に、特定健診の受診勧奨を勧めておりますけれども、体制的に健診を増やせ

る状況にはありません。また、コロナ禍の中で健診を勧められない状況にもあります。

そして人間ドック、脳ドックの併用受診ができなくなっております。早期発見、早期

治療の観点から、体制を強化すべきだと考えます。 



 

－１３７－ 

   第７に、地域経済の活性化の観点から、町が発注する需用費の消耗品費や修繕料、

また備品購入費の地元発注率を意識的にさらに高めていただきたいと思います。 
   第８に、生活扶助基準の引き下げにより、様々な福祉制度など、本来なら受けられ

る制度が基準の引き下げより、負担増や対象から外れる場合が出てくることでありま

す。 
   九つ目に、町の維持修繕費でありますが、毎年、各区長さんが悩んでいる点であり

ます。前年度のように維持修繕費を引き上げるべきだと思います。 
   第１０に、巨大風力発電や太陽光発電計画がどんどん参入してくる中で、自由に参

入させないための規制、経済産業大臣も条例での規制を指摘しており、条例をつくる

べきであります。 
   以上の点を申し上げましたけれども、一方で町民の皆さんの要望を多くくみ上げた

点や新型コロナ対策、医療費の無料化、福祉施策や道路予算、各区からの要望事項な

ども取り上げていただいておりますが、以上の理由で反対討論といたします。 
○議長（森谷信哉） 
   ほかに討論はございませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   これで討論を終わります。 

   これより採決を行います。 
   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手多数〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手多数であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

   暫時休憩いたします。 
～～～～～～～～～～～～～～～～ 

休憩 １０時３２分 

再開 １０時４５分 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（森谷信哉） 

   再開いたします。 
   ここで一時議事を中断いたします。 
   長い間、町発展のために御尽力いただいた職員の皆様が、３月３１日をもって退職

されます。総務政策部長より、退職される皆様の役職及び氏名を紹介したい旨の申出

がありました。これを許可いたします。 
   総務政策部長、井上光生君。 



 

－１３８－ 

○総務政策部長（井上光生） 

   ただいま議長のお許しをいただきましたので、本年３月３１日付をもって退職する

部長級、課長級の職員を紹介させていただきます。 

   消防長の中硲準です。 

   建設環境部長の鈴木幸敏です。 

   産業振興部長の森田栄一です。 

   住民課長の谷窪公壽です。 
   水道課長の谷関靖洋です。 
   環境衛生課長の中岡浩です。 
   以上、６名であります。 
○議長（森谷信哉） 

   退職者を代表して、消防長、中硲準君から挨拶の申出がありましたので許可いたし

ます。 

   消防長、中硲準君。 

○消防長（中硲 準） 

   ただいま議長のお許しをいただきましたので、僭越ではございますが、退職者を代

表いたしまして、御挨拶させていただきます。 

   本日は、私たちのために議場における貴重な時間を頂きまして誠にありがとうござ

います。 

   さて、ここにおります私たち６名のほか、総勢１５名がこの３月末日をもって有田

川町職を退職いたします。私たちは、それぞれの思いを胸に奉職して以来、長い間、

大過なく勤めさせていただけたのも、議員各位の皆様も心温まる御指導、御鞭撻のお

かげと深く感謝しております。特にここ２年間は、新型コロナウイルス感染症の発生

に伴い、感染予防対策や経済対策など今まで経験したことのない対策に追われ、今な

お不安な状況が続いております。 

   また、平成１８年の町村合併により有田川町が誕生し、はや１６年が経過しました

が、有田川町の発展に事務方として微力ながら協力できたことを誇りに思います。そ

れもこれも中山町長をはじめとする町執行部の皆様、議員各位の皆様方の御指導、御

協力のおかげであると深く感謝しております。 

   退職後は、それぞれ新たな道を歩むことになりますが、どこかで有田川町の発展に

協力できればと思っておりますので、今後とも変わらぬ御厚情、お付き合いのほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

   結びに、議員の皆様並びに町執行部の皆様方の御健勝、御活躍を祈念申し上げると

ともに、有田川町の今後ますますの発展に御尽力を賜りますことを切に願いまして、

甚だ簡単ではございますが、退職に当たってのお礼の言葉とさせていただきます。長

い間、本当にありがとうございました。 



 

－１３９－ 

（拍手） 

○議長（森谷信哉） 

   退職される皆様に申し上げます。 

   長年にわたり役場職員として職務に精励され、その間、町の発展に献身的に取り組

まれ、多大な御尽力をいただきました。これまでの御苦労と御功績に対しまして、深

く敬意と感謝の意を申し上げます。本当にありがとうございました。 

   どうか健康にはくれぐれも御留意されまして、今後とも有田川町発展のために御支

援、御協力を賜りますようにお願い申し上げます。本当に長らく御苦労さまでした。

ありがとうございました。 

（拍手） 

……………日程第３ 議案第９号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第３、議案第９号、令和４年度有田川町国民健康保険事業特別会計予算を議題

といたします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   議案第９号、令和４年度国民健康保険事業特別会計予算について、三つの点で質疑

をさせていただきます。 

   まず、直近の被保険者数と所得１００万円以下、また所得なしの被保険者数につい

て御答弁をいただきたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   住民税務部長、青石万紀子君。 

○住民税務部長（青石万紀子） 

   増谷議員の御質疑にお答えいたします。 

   １月末の被保険者数の数は７，４３２人、所得１００万円以下の方は２，６９８人、

所得なしは１，６１６人でございます。 

   以上でございます。 

○議長（森谷信哉） 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   次に、コロナ禍の中で国保税の減免と、もしあればその額、そして支払い猶予とい

うのがあれば、その猶予の件数、そしてその額についてお答えいただきたいと思いま

す。 

   また、傷病手当の支給見込みについてはいかがでしょうか。 

○議長（森谷信哉） 



 

－１４０－ 

   住民税務部長、青石万紀子君。 

○住民税務部長（青石万紀子） 

   令和４年３月２２日現在では、令和３年度のコロナに関する国保税の減免の実績は

ございません。あと支払い猶予もございません。傷病手当金は１件、５万２，６７７

円を支給しております。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   次に、直近の国保税の滞納者数、また分納者数、そして資格証と短期証を出してい

る世帯数についていかがでしょうか。 

   そして、今年度から始まる未就学児の均等割減額対象は、何世帯の何人になるんで

しょうか、お答えをいただきたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   住民税務部長、青石万紀子君。 

○住民税務部長（青石万紀子） 

   令和４年１月末になりますが、滞納者数は３９４人、分納者数は９１人、資格証世

帯は３７世帯、短期証世帯は３９世帯となっております。また、未就学児均等割減免

対象は１６５世帯で２０８名となっております。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   ほかに質疑はございませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   議案第９号、令和４年度国民健康保険事業特別会計予算に反対の立場から討論を行

います。 

   国保制度は、加入者同士が支え合う相互扶助制度ではありません。加入者全員に医

療・社会が保障していく、いわゆる社会保障制度であると国保法第１条で明記されて

います。そして、協会けんぽのように事業主負担がありません。また、一部変わりま

したが、子どもからも税を取る計算にもなっております。 

   反対の第１の理由として、国保の先ほど答弁ありました所得ゼロから１００万円以

下の人数は２，６９８人、全体のかなりを占めております。 



 

－１４１－ 

   また、７割から２割軽減を受けている人は約５０％を占めます。そして、固定資産

税があれば、国保税が大きく関わってきます。負担能力以上の納税を強いられてくる

こともあります。ですから、資格証明発行が３７世帯、短期証明発行が３９世帯とな

っております。こういう実態にあります。 

   第２に、高額医療費は住民税課税の７０歳以上の負担上限額を引き上げました。外

来で月２，０００円、入院では１万３，２００円の負担になっております。 

   三つ目に、国保税は応益割と応能割の比率が５０対５０に設定されております。そ

のため賦課限度額を引き上げると、その負担は結局、加入者全員に及ぶことになりま

す。 

   四つ目に、国保広域化を進めております。後期高齢者医療制度のように、市町村独

自で決められなくなり、国保財政が赤字の市町村の赤字分まで応分の負担を強いられ

ることになります。特に４方式の課税方法の一つである固定資産税の課税が廃止され、

その分、所得割の率を上げなければなりませんが、所得に応じた段階的な所得割率で

ないため不公平が生じてまいります。そして、世帯割や人数割の額を引き上げること

になります。そのための準備予算になっているということであります。 

   五つ目に、未就学児の均等割は半額の減額となりましたが、１６５世帯２０８人し

かございません。当面、中学校卒業までの生徒の均等割を廃止すべきだと考えます。 

   六つ目に、余剰金を充てても被保険者に戻さず、基金などへ積み立てるのは問題で

あります。 

   七つ目に、国が国庫支出金を減らしたことが最大の問題であり、国保会計を苦しく

させた原因であります。全国知事会は、１兆円の国費を投入して世帯割、人数割を廃

止して負担を軽くするよう求めております。このように、国保税の負担が重いと指摘

されております。 

   以上の理由から、反対討論といたします。 

○議長（森谷信哉） 

   ほかに討論はございませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   これで討論を終わります。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手多数〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手多数であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第４ 議案第１０号…………… 



 

－１４２－ 

○議長（森谷信哉） 

   日程第４、議案第１０号、令和４年度有田川町後期高齢者医療特別会計予算を議題

といたします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   議案第１０号、令和４年度後期高齢者医療特別会計予算について質疑をさせていた

だきます。 

   まず、予算書の１３ページの雑入、市町村交付金の２３０万円の内訳について御説

明いただきたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   住民税務部長、青石万紀子君。 

○住民税務部長（青石万紀子） 

   増谷議員の御質疑にお答えいたします。 

   令和４年１０月から、一定以上の所得がある後期高齢者の方の窓口負担割合が１割

から２割に引き上がります。それに伴い、被保険者証を年２回郵送することになりま

すので、その郵送料の交付金となります。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   再質疑をさせていただきます。 

   これは２割に引き上げなければ、本来この郵送料の２１０万円は要らないと思いま

す。これが全国で見ますと、郵送料は本当にすごい額になってなってくるんかなと、

これだけで思います。それで、１割から２割に引き上がる被保険者数の人数について

お伺いしたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   住民税務部長、青石万紀子君。 

○住民税務部長（青石万紀子） 

   約７２０名の方が２割負担となる見込みでございます。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   もし分かっていれば、これは被保険者全体の何％の方が対象になるか分かりました

らお答えいただきたいと思いますが、分かりませんか。 



 

－１４３－ 

   次、人間ドック助成金９９万６，０００円の予定人数についてお答えいただきたい

と思います。 

○議長（森谷信哉） 

   住民税務部長、青石万紀子君。 

○住民税務部長（青石万紀子） 

   こちら８０名を予定しております。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   次に、被保険者数と所得ゼロの人数と被保険者全体に占める所得ゼロの比率につい

てお答えいただきたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   住民税務部長、青石万紀子君。 

○住民税務部長（青石万紀子） 

   令和４年１月末の被保険者数は４，６７７人、所得ゼロの人数は３，６３７人、割

合は７７．８％となっております。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   次に、軽減者数について人数をお答えいただきたいと思います。 

   また、被保険者全体に占める比率について分かったらお答えいただきたいと思いま

す。 

○議長（森谷信哉） 

   住民税務部長、青石万紀子君。 

○住民税務部長（青石万紀子） 

   令和４年１月末の軽減者数は３，４１２人、割合は７３％です。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   ほかに質疑はございませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 



 

－１４４－ 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手多数〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手多数であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第５ 議案第１１号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第５、議案第１１号、令和４年度有田川町介護保険事業特別会計予算を議題と

いたします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第６ 議案第１２号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第６、議案第１２号、令和４年度有田川町特別養護老人ホーム等事業特別会計

予算を議題といたします。 

   質疑を行います。質疑はございませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 



 

－１４５－ 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第７ 議案第１３号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第７、議案第１３号、令和４年度有田川町簡易水道事業特別会計予算を議題と

いたします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第８ 議案第１４号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第８、議案第１４号、令和４年度有田川町公共下水道事業特別会計予算を議題

といたします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   議案第１４号、公共下水道事業特別会計予算について質疑をさせていただきます。 

   今回、農業集落排水事業の統合が始まってまいりますが、この公共下水道事業につ

なぐことによって、計画処理人口の面から、また財政面から見てもプラスに働くと予



 

－１４６－ 

想しておられるのかどうか、この点についてお聞きしたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   お答えします。 

   農業集落排水は五つの処理場があるんですけども、その分の維持管理費が不要にな

ることから、プラスに働くものと考えております。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   再度、受益者負担金の滞納件数とその額、また使用料の滞納件数と額については、

分かればお答えいただきたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   令和４年度１月末の数字になるんですけども、負担金の滞納については１９人で９

５万５，０００円、使用料の滞納につきましては９０件で２０万４，０００円となっ

ております。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   昨年の当初予算の質疑で、農業集落排水事業を公共下水道事業へ統合することで、

各農業集落排水施設の維持管理をどうするのかという質疑をしました。そのときに、

災害物資の備蓄や書庫等の倉庫を考えているということでありました。それで、今年

度から徳田地区の農集排がまず統合されていきますから、徳田の農業集落排水施設の

維持管理の方向は決まっているのかお聞きしたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   まだ正式には決まっておりませんが、先ほど議員がおっしゃったように防災用品の

備蓄を主な目的として、倉庫として使用していく予定であります。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   ほかに質疑はございませんか。 



 

－１４７－ 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。討論はございませんか。 

○議長（森谷信哉） 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   議案第１４号、令和４年度公共下水道事業特別会計予算に反対の立場から討論させ

ていただきます。 

   本来ならば反対したくないんですけども、やはり事業費が大き過ぎるというのと、

それから先の見通しがなかなかつかない問題等があります。そして、その一方で、農

業集落排水施設をつなぎ込むという点では、私はある意味ありかと思いますが、しか

し、大型の先行投資となっていきます。最終的に２５０億円前後の事業計画になると

も言われておりますし、また雨水対策なども入れると３００億円も超える事業となっ

てしまいます。 

   現在、地方債残高が一般会計と特別会計を合わせた地方債全体の中で３３％も占め

ております。企業会計の独立採算制から言えば、使用料収入では賄えませんから、今

後、一般会計からの繰入れや町全体の財政に地方債負担が重くのしかかってくるので

はないかと心配しております。 

   そして、今のコロナ禍の中で景気が悪くつなぎ込みが進んでいくのかどうか心配も

しております。また、早くつなぎ込んでもらうための早期接続奨励金も終わりになっ

てまいります。農業集落排水事業では、五つの地域の中で十数年たっておりますけれ

ども、９０％台が最高であります。 

   その農業集落排水事業も公共下水道事業に統合していく予算編成になっていますが、

つなぎ込むと財政的によくなるかどうか、先ほどの答弁ではプラスになるという答弁

でありました。それが本当であってほしいと私は思っておりますが、さらに心配する

のは大規模地震の影響で発生確率が高くなってきている中で、公共下水道事業が地震

に持ちこたえられるのかどうか危惧します。私が以前視察に行った陸前高田市なんか

は、公共下水道事業ができたばかりのときに災害に遭って、全部だめになってしまっ

たという体験を見てきました。ですから心配する点もございます。 

   以上の理由により反対討論といたします。 

○議長（森谷信哉） 

   ほかに討論はございませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   これで討論を終わります。 



 

－１４８－ 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手多数〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手多数であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第９ 議案第１５号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第９、議案第１５号、令和４年度有田川町農業集落排水事業特別会計予算を議

題といたします。 

   質疑を行います。質疑はございませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第１０ 議案第１６号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第１０、議案第１６号、令和４年度有田川町簡易排水事業特別会計予算を議題

といたします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 



 

－１４９－ 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第１１ 議案第１７号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第１１、議案第１７号、令和４年度有田川町浄化槽事業特別会計予算を議題と

いたします。 

   質疑を行います。質疑はございませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はございませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第１２ 議案第１８号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第１２、議案第１８号、令和４年度有田川町かなや明恵峡温泉特別会計予算を

議題といたします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（森谷信哉） 

   ４番、椿原竜二君。 

○４番（椿原竜二） 

   かなや明恵峡温泉特別会計について質疑をさせていただきます。 

   １点だけ、今回も特別修繕４８０万円ですか、上がっていますけれども、修繕費が

やっぱりどんどんどんどんと出てきているのかなと。もう明恵峡温泉もつくられて結

構な年月がたちましたから、これからどこかのタイミングで大規模な修繕というのは



 

－１５０－ 

必要になってくるのかなとも思うんですけれども、その辺どのように認識しているの

か、今後やっていかなければいけないという認識とかあるのか、お答えいただけます

か。 

○議長（森谷信哉） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   議員おっしゃるとおり、施設はもう２０年になってきておりますので、いろんな面

で修繕が必要となってきております。エアコンとか、あとお風呂のところについても

修繕となってきておりますので、早いうちに大規模改修をやっていきたいとは考えて

おります。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   ４番、椿原竜二君。 

○４番（椿原竜二） 

   答弁ありがとうございます。 

   おっしゃるとおり、もう２０年ですか。この２０年間、本当に多くの方に御利用い

ただいた施設ですし、有田川町にとっても大切なといいますか、町民だけでもなくて、

いろんなところから来てくださって、大切な施設やなということはもちろん僕も認識

するところであります。 

   やっぱり大規模改修をやっていかなあかんようになってきますから、その辺しっか

りとこれから先を見据えて、どういった規模のものが必要なのか、しみず温泉も今、

大規模にやろうとしてますから、その辺しっかりと精査を行って、また検討していっ

ていただければということだけ要望しておきます。答弁は大丈夫です。ありがとうご

ざいます。 

○議長（森谷信哉） 

   ほかに質疑はございませんか。 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   私も議案第１８号、かなや明恵峡温泉特別会計予算について質疑をさせていただき

ます。 

   予算書の９ページには、温泉使用料、昨年度は４，５９２万円の見込みであったの

が今年度は５，０９６万円の見込みであります。予算を増やしておりますので、何人

見込みと予想されているのか。また、その見通し、そして集客に向けてどのようなこ

とを考えているのかお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   産業振興部長、森田栄一君。 



 

－１５１－ 

○産業振興部長（森田栄一） 

   来年度の入浴者につきましては、コロナ前は約６万人を見込んでおりましたが、今、

落ち込みがだんだんと改善されてきておりまして、８万人近くまで戻っております。

実際、この前の３連休でも１，２２０人ほど入っていただいているので、今後はそれ

以上になってくると思うので、８万人ということで設定いたしております。 

   また、これからのさらなる集客につきましては、プレミアムの回数券やスタンプラ

リー、またＩｎｓｔａｇｒａｍ等を活用した情報発信も進めてまいりたいと考えてお

ります。 

○議長（森谷信哉） 

   ほかに質疑はございませんか。 

   １５番、殿井堯君。 

○１５番（殿井 堯） 

   かなや明恵峡温泉、令和４年以降の大規模事業でこの計画が入っていたと思うんで

す。令和４年以降で一応大規模事業をやるという町長の答弁ももらっていたんですけ

ども、この明恵は大変景観のええとこです。将来的にもかなり有望な温泉だと思いま

すけども、民間の手を借りて今後やろうとしている計画は持っているんかどうかお聞

かせ願えますか。 

○議長（森谷信哉） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   現在のところ、２０年たった中で、もちろん大規模修繕、集客、いろいろ考えた中

で、民間のほうへ移行してやっていってもどうかなということを考えております。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   １５番、殿井堯君。 

○１５番（殿井 堯） 

   ここは民間にとっても大変魅力のある温泉なんです。だから、もし今後、入浴料を

町のほうへ納めてもらうようにして、民間の血を交えたらかなりええ事業になると思

うんですけど、また一遍前向きにこれを検討していただいて、もし民間から手が上が

ってくるような業者があれば、この件について我々も後ろから検討したいと思ってい

る事業なんで、まず前向きに、また町長・副町長並びにそういう経緯の結果が出てく

るような民間があれば、またそのように考えていただければ、我々もその方向へ進み

たいなという思いもあることをお伝えして終わります。 

○議長（森谷信哉） 

   ほかに質疑はございませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 



 

－１５２－ 

○議長（森谷信哉） 

   これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。討論はございませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第１３ 議案第１９号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第１３、議案第１９号、令和４年度有田川町岩倉財産区管理会特別会計予算を

議題といたします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第１４ 議案第２０号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第１４、議案第２０号、令和４年度有田川町粟生財産区管理会特別会計予算を

議題といたします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 



 

－１５３－ 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第１５ 議案第２１号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第１５、議案第２１号、令和４年度有田川町城山山林財産区管理会特別会計予

算を議題といたします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第１６ 議案第２２号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第１６、議案第２２号、令和４年度有田川町八幡山林財産区管理会特別会計予

算を議題といたします。 

   質疑を行います。質疑はございませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 



 

－１５４－ 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はございませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第１７ 議案第２３号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第１７、議案第２３号、令和４年度有田川町安諦山林財産区管理会特別会計予

算を議題といたします。 

   質疑を行います。質疑はございませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第１８ 議案第２４号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第１８、議案第２４号、令和４年度有田川町水道事業会計予算を議題といたし

ます。 

   質疑を行います。質疑はございませんか。 

   １４番、増谷憲君。 



 

－１５５－ 

○１４番（増谷 憲） 

   議案第２４号、令和４年度水道事業会計予算について質疑をさせていただきます。 

   今、国では大規模災害に備えて、給水車の大量不足への対策として給水車保有台数

の維持・拡大が言われております。 

   そこで、まず１点目として、補助制度ができているとお聞きします。台数を増やす

予算での検討はいかがでしょうか。 

   二つ目に、免許制度の変更で平成２９年３月以降に取得した普通免許証では、２ト

ン未満、車両総重量３．５トン未満の運転に限られるようになってしまいました。２

トン以上の車両を保有していたら準中型自動車免許証が必要となったため、資格の取

得の補助制度もできているとお聞きしています。当町の場合、こういう点で対応され

るのかどうかお聞きしたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   お答えします。 

   給水車の導入につきましては、現在、水道課で平成２４年に３トン、３立方メート

ルの給水車を購入し、断水対応に使用しているところであります。有田川町は面積が

広く、大規模災害が発生した場合、１台では十分な対応ができないことも予想されま

す。今後は、県の補助制度等の内容も含めて検討していきたいと考えております。 

   ２点目の免許につきましては、令和４年度の当初予算ヒアリングの中でも、総務政

策部と協議を行ったところでございます。これは水道課だけではなく建設課などもダ

ンプを所有しておりますので、庁舎内全体の問題としまして、資格の取得のための補

助制度について検討していきたいと考えています。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   ほかに質疑はございませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。討論はございませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 



 

－１５６－ 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第１９ 議案第２５号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第１９、議案第２５号、有田川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題といたします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第２０ 議案第２６号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第２０、議案第２６号、有田川町使用料の徴収に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題といたします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 



 

－１５７－ 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第２１ 議案第２７号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第２１、議案第２７号、有田川町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題といたします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第２２ 議案第２８号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第２２、議案第２８号、有田川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 



 

－１５８－ 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第２３ 議案第２９号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第２３、議案第２９号、有田川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。 

   質疑を行います。質疑はございませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第２４ 議案第３０号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第２４、議案第３０号、有田川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 



 

－１５９－ 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第２５ 議案第３１号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第２５、議案第３１号、有田川町交通指導員条例等の一部を改正する条例の制

定についてを議題といたします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第２６ 議案第３２号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第２６、議案第３２号、有田川町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題といたします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 



 

－１６０－ 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第２７ 議案第３３号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第２７、議案第３３号、有田川町デジタル社会推進基金条例の制定についてを

議題といたします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第２８ 議案第３４号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第２８、議案第３４号、有田川町営住宅条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを議題といたします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ４番、椿原竜二君。 

○４番（椿原竜二） 

   議案第３４号、有田川町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、質疑を

させていただきます。１点だけです。 

   今回のこの条例改正は、入居者の選考のところの改正でございます。国の成人が２

０歳から１８歳に引き下げられたことによって、有田川町の町営住宅も入居者の選考

をする際に、今まで２０歳未満の子どもを扶養している独り親の方というのが、１８

歳未満の子どもを扶養している独り親の方と変更になると理解しております。そうす

るならば、選考の基準というのが今までよりも厳しくなってしまう、そのように理解

しておるところでございます。 



 

－１６１－ 

   そういった中で、今、有田川町の町営住宅も一部人気があってすぐ埋まりますけれ

ども、空いてるところもあります。それを考えると、選考基準が厳しくなるのはどう

なのかなというところはありますけれども、これは国の成人が引き下げられたことな

んで、この条例改正は仕方ないのかなと思っています。 

   そういった中で１点、約束といいますか、していただきたいところがあるんですけ

れども、今まで２０歳未満の方が選考基準だったのが１８歳未満になるということは、

それこそ１８歳で成人とされていますけれども、１９歳、２０歳、２１歳、２２歳、

この辺は大学に行かれる方というのも多いですから、それを考えると家庭事情が、成

人したからといって家庭の事情が楽になるといいますか、よくなるわけではありませ

んから、そうやってみると非常に厳しいところもあるのかなと思っています。 

   一つ約束していただきたいのが、今まで選考基準のところですから影響はないと思

いますけれども、子どもが１８歳を過ぎて１９歳、２０歳になってというところで、

町営住宅を出ていってくださいねと、退居されるようなことが絶対にないようにだけ

お約束いただきたいと思うんですけれども、答弁いただけますか。 

○議長（森谷信哉） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   年齢をもとに退居をお願いするというようなことは、これからもございません。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   ほかに質疑はございませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第２９ 議案第３５号…………… 

○議長（森谷信哉） 



 

－１６２－ 

   日程第２９、議案第３５号、有田川町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題といたします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第３０ 議案第３６号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第３０、議案第３６号、有田川町農家高齢者創作館条例を廃止する条例の制定

についてを議題といたします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第３１ 議案第３７号…………… 

○議長（森谷信哉） 



 

－１６３－ 

   日程第３１、議案第３７号、有田川町農業集落排水処理施設条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題といたします。 

   質疑を行います。質疑はございませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第３２ 議案第３８号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第３２、議案第３８号、有田川町辺地総合整備計画の変更についてを議題とい

たします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第３３ 議案第３９号…………… 

○議長（森谷信哉） 



 

－１６４－ 

   日程第３３、議案第３９号、有田川町公共下水道吉備浄化センターの建設工事委託

に関する基本協定の締結についてを議題といたします。 

   質疑を行います。質疑はございませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第３４ 議案第４０号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第３４、議案第４０号、有田川町岩倉財産区管理会管理委員の選任の同意につ

いてを議題といたします。 

   本案は、人事案件につき、質疑、討論を省略させていただきますが、御異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認め、質疑、討論を省略させていただきます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は同意することに決定されました。 

……………日程第３５ 議案第４１号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第３５、議案第４１号、有田川町粟生財産区管理会管理委員の選任の同意につ

いてを議題とします。 

   地方自治法第１１７条の規定によって、岡省吾君の退場をお願いいたします。 
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（岡 省吾君 退場） 

○議長（森谷信哉） 

   本案は、人事案件につき、質疑、討論を省略させていただきますが、御異議はござ

いませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認め、質疑、討論を省略させていただきます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は同意することに決定されました。 

   岡省吾君の入場をお願いいたします。 

（岡 省吾君 入場） 

……………日程第３６ 議案第４２号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第３６、議案第４２号、有田川町城山山林財産区管理会管理委員の選任の同意

についてを議題といたします。 

   本案は、人事案件につき、質疑、討論を省略させていただきますが、御異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認め、質疑、討論を省略させていただきます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は同意することに決定されました。 

……………日程第３７ 議案第４３号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第３７、議案第４３号、有田川町八幡山林財産区管理会管理委員の選任の同意

についてを議題といたします。 

   本案は、人事案件につき、質疑、討論を省略させていただきますが、御異議ござい

ませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認め、質疑、討論を省略させていただきます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は同意することに決定されました。 

……………日程第３８ 議案第４４号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第３８、議案第４４号、有田川町安諦山林財産区管理会管理委員の選任の同意

についてを議題といたします。 

   本案は、人事案件につき、質疑、討論を省略させていただきますが、御異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認め、質疑、討論を省略させていただきます。 

   これより採決を行います。 

   本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は同意することに決定されました。 

……………日程第３９ 諮問第１号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第３９、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることにつ

いてを議題といたします。 

   本案は、人事案件につき、質疑、討論を省略させていただきたいと思いますが、御

異議はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認め、質疑、討論を省略させていただきます。 

   お諮りします。 

   本件は、適任との意見を答申することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、本件は適任との意見を答申することに決定いたしました。 

……………日程第４０ 諮問第２号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第４０、諮問第２号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることにつ

いてを議題といたします。 

   本案は、人事案件につき、質疑、討論を省略させていただきたいと思いますが、御

異議はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認め、質疑、討論を省略させていただきます。 

   お諮りします。 

   本件は、適任との意見を答申することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、本件は適任との意見を答申することに決定いたしました。 

……………日程第４１ 諮問第３号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第４１、諮問第３号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることにつ

いてを議題といたします。 

   本案は、人事案件につき、質疑、討論を省略させていただきたいと思いますが、御

異議はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認め、質疑、討論を省略させていただきます。 

   お諮りします。 

   本件は、適任との意見を答申することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、本件は適任との意見を答申することに決定いたしました。 

……………日程第４２ 諮問第４号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第４２、諮問第４号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることにつ
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いてを議題といたします。 

   本案は、人事案件につき、質疑、討論を省略させていただきたいと思いますが、御

異議はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認め、質疑、討論を省略させていただきます。 

   お諮りします。 

   本件は、適任との意見を答申することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、本件は適任との意見を答申することに決定いたしました。 

……………日程第４３ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第４３、議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件を議題といたします。 

   議会運営委員会委員長から、会議規則第７５条の規定により、お手元に配付しまし

た件名表のとおり、閉会中の所掌事務調査の申出があります。 

   お諮りいたします。 

   委員長から申出のとおり、閉会中の所掌事務調査とすることに御異議はございませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、委員長から申出のとおり、閉会中の所掌事務調査とすることに決定い

たしました。よろしくお願いいたします。 

……………日程第４４ 常任委員会の閉会中の継続調査の件…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第４４、常任委員会の閉会中の継続調査の件を議題といたします。 

   各常任委員会委員長から会議規則第７５条の規定により、お手元に配付いたしまし

た件名表のとおり、閉会中の継続調査の申出があります。 

   お諮りします。 

   各常任委員会委員長から申出のとおり、閉会中の継続審調査とすることに御異議は

ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認めます。 
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   したがって、各常任委員会委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすること

に決定いたしました。よろしくお願いいたします。 

……………日程第４５ 特別委員会の閉会中の継続調査の件…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第４５、特別委員会の閉会中の継続調査の件を議題といたします。 

   各特別委員会委員長から、会議規則第７５条の規定により、お手元に配付いたしま

した件名表のとおり、閉会中の継続調査の申出があります。 

   お諮りします。 

   各特別委員会委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議はあ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、各特別委員会委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすること

に決定いたしました。よろしくお願いいたします。 

……………日程第４６ 議長への委任について…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第４６、議長への委任について。 

   お諮りいたします。 

   本定例会における全ての議決事件等について、その条項、字句、数字、その他の整

理を要するものについては、会議規則第４５条の規定により、その整理を議長に委任

されたいと思います。御異議はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、条項、字句、数字、その他の整理は、議長に委任することに決定いた

しました。 

   お諮りします。 

   本定例会の会議に付された事件は全て終了いたしました。 

   会議規則第７条の規定により、本定例会は本日で閉会したいと思います。 

   御異議はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認めます。 

   本定例会は、本日で閉会することに決定いたしました。 

   これで本日の会議を閉じます。 
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   令和４年第１回有田川町議会定例会を閉会いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

閉会 １１時４７分 



 

－１７１－ 

   以上会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためにここに署名する。 
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